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※ 新元号が未定のため、平成31年度以降の年次についても「平成」で表記して 

います。 
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はじめに 

１ 実施計画の目的 

 平成 29年３月に「練馬区学校施設管理基本計画」（以下「基本計画」という。）を

策定し、区立学校施設の今後の管理方針を示しました。 

 「練馬区学校施設管理実施計画」（以下「実施計画」という。）は、基本計画に基

づき、年度別計画等を明らかにし、具体的な取組を定めるものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

 

 
 

３ 計画期間 

  実施計画の計画期間は、平成31年度から平成40年度までの10年間とします。 
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１章 改築 

１ 改築についての考え方 

１．１ 改築の基本的な考え方 

基本計画では、施設の目標使用年数について、長寿命化の適否を判断し、長寿

命化に適する施設は80年とし、長寿命化に適さない施設は築60年を目途に改築す

ることとしています。 

また、下記の項目を総合的に考慮して改築の順序を定め、概ね年２校ずつ改築

を進めることとしています。 

 

【考慮する項目】 

○ 学校の適正配置 

○ 小中一貫教育校の設置 

○ 建築年数 

○ 施設の老朽化の程度 

○ 近隣校の改築時期 

○ 体育館が２階以上にある等、避難拠点を運営する上での課題の有無 

○ 複合化の対象区立施設の有無 

○ その他特に配慮を要する事項 

 

１．２ 施設の長寿命化に向けた取組 

長寿命化の適否の判断基準については、他の区立施設を含め、施設の建築年数

だけでなく、施設の機能面や財政面等を踏まえた総合的な検討が必要となりま

す。また、学校施設は、区立施設全体の延床面積の約54％を占めるとともに、建

築年数においても約半数が50年以上を経過しており、施設の長寿命化に向けて計

画的に取り組んでいく必要があります。 

こうした状況から、区立施設の長寿命化の適否の判断基準等について平成 31年

度までに検討し、築 50年を超えた学校施設について順次、長寿命化の適否につい

て判断していきます。 
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１．３ 改築実施校の選定 

学校施設の改築については、長寿命化の適否を判断した上で、「80年（長寿命化

に適さない学校は60年）を迎える学校」を基本とし、学校の適正配置、小中一貫

教育校の設置等の検討状況を踏まえ、総合的な観点から概ね年２校ずつ改築実施

校を選定していきます。 

 また、改築実施校の選定において、建築年数が同一の学校が複数ある場合等に 

ついては、「１．１ 改築の基本的な考え方」で示した項目を考慮し改築順序を決

定します。 

改築までの間については、各施設の状況に応じた適切な点検と必要な改修を行 

います。 

 

【改築実施校選定の基本】 

80年（長寿命化に適さない学校は60年）を迎える学校 

 

《 選定の基本にかかわらず改築を実施する学校 》 

ア 学校の適正配置、小中一貫教育校の設置等に合わせて改築が必要な学校 

イ 児童生徒数の急増等に伴い、教室確保のために改築が必要な学校 

 ウ まちづくり事業等に合わせて改築が必要な学校 

 

《 選定の基本にかかわらず改築を見送る（保留する）学校 》 

ア 小規模校および小規模校化が見込まれるなど学校の適正配置の検討が行わ 

れている学校 

 

※全ての学校施設は、耐震補強工事や改築によって構造耐震指標Ｉｓ値が0.7 

以上となっており、必要な耐震性を確保しています。 
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２ 改築の進め方 

２．１ 改築の範囲 

学校施設は、児童生徒数の増加等に応じて増築してきたことから、校舎、体育

館、プール等が複数の棟に分かれており、建築された時期が異なります。そのた

め、改築する範囲については、各棟の建築年数や改築実施時における児童生徒の

教育環境、工事計画への影響等を総合的に考慮して判断します。 

 

２．２ 改築の流れ 

学校施設の改築の流れは、概ね下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

基本設計から実施設計までは２年半程度、工事は３年半程度の期間が必要です

（施設の立地状況や規模等により期間を要する場合があります。）。 

改築にあたっては、保護者説明会や住民説明会等を開催し、設計の段階からご

意見やご要望を広く伺いながら進めます。また、改築工事の期間中は、児童生徒

と工事関係者の動線を分ける等、児童生徒の安全を充分に確保しながら工事を進

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年目 ２年目 ３年目 ４～６年目 

    

基本設計 実施設計 工事 
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３ 改築実施校 

３．１ 平成31年度から35年度の改築実施校   

平成31年度から35年度までの５か年の間における改築実施校、また検討を行う

学校（以下「検討候補校」という。）は「１．３ 改築実施校の選定」の考え方に

基づき、下表のとおりとします。 

実施計画では、長寿命化の適否にかかわらず改築が必要な学校を平成31年度お

よび32年度の改築実施校として示し、平成33年度から35年度の改築実施校につい

ては、平成31年度から順次、実施する学校施設の長寿命化の適否の判断を踏まえ

選定していきます。 

  平成31年度および32年度の改築実施校として、児童数の増加に伴い、教室数の

不足が見込まれる上石神井北小学校を平成31年度から、新たな小中一貫教育校を

設置する旭丘小学校・旭丘中学校を平成32年度から、改築に着手します。 

 

※旭丘小学校・旭丘中学校は、施設一体型小中一貫教育校として設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校名 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

上石神井北小学校 基本設計 実施設計 
実施設計 

工事 
工事 工事 

旭丘小学校 

旭丘中学校 
- 基本設計 実施設計 実施設計 

実施設計 

工事 

平成33年度に 

改築に着手する学校

（２校程度） 

- - 基本設計 実施設計 
実施設計 

工事 

平成34年度に 

改築に着手する学校

（２校程度） 

- - - 基本設計 実施設計 

平成35年度に 

改築に着手する学校

（２校程度） 

- - - - 基本設計 
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《 平成 33年度から 35年度の改築実施校 》 

  平成 33年度から 35年度の改築実施校については、昭和 33年度から昭和 36年

度に建築された学校を検討候補校とし、施設の長寿命化の適否を判断した上で、

「学校の適正配置」「小中一貫教育校の設置」「児童生徒数の急増等に伴う教室確

保」「まちづくり事業」等の状況を踏まえ検討を行い、平成 31年度から 33年度

に、概ね年２校ずつ、順次、選定・公表していきます。 

  なお、検討状況等を踏まえ、検討候補校にあがっている学校を選定の対象とし

ない場合、また検討候補校にあがっていない学校を早期の改築が必要な学校とし

て選定の対象とする場合があります。 

  

【検討候補校（昭和 33 年度から昭和 36年度に建築された学校）】 

小竹小学校、向山小学校（築 60年） 

練馬東小学校、田柄中学校（築 59年） 

石神井南中学校（築 58年） 

豊溪小学校、立野小学校、上石神井中学校、大泉学園中学校（築 57年） 

※  建築年数は平成 31年３月 31日時点 

  

３．２ 平成 36年度から 40年度の改築実施校 

平成36年度から40年度の改築実施校および検討候補校については、これまでの

検討候補校（改築実施校となった学校を除く）に加え、昭和37年度および昭和38

年度に建築された学校を基本に検討し、平成34年度を目途に公表します。 

 

【追加検討候補校（昭和 37 年度および昭和 38年度に建築された学校）】 

中村西小学校、開進第一小学校、開進第二小学校、練馬小学校、 

貫井中学校（築 56年） 

豊玉第二小学校、練馬第二小学校、大泉小学校、大泉第二小学校、 

大泉中学校（築 55年） 

※  建築年数は平成 31年３月 31日時点 
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２章 改修 

１ 改修の進め方 

１．１ 改修の基本的な考え方 

学校施設の改修は、基本計画で示したとおり、施設の状況について日常点検、

法定点検により不具合の兆候を確実に把握し、随時、必要な改修を行っていきま

す。その上で、20年ごとを目途に、外壁・屋上防水および電気・機械設備等の改

修を実施します。また、40年目を目途に、それらの改修に加えて、電気配線、空

調の配管、給排水の配管等の改修を行います。目標使用年数を80年とする長寿命

化に適する施設については、60年目を目途に改修を行います。 

改修項目については、施設の状況に応じて必要な改修項目を選択していきま

す。 

 

【改修工事の項目】 

建築工事：外壁・屋上防水、プール改修 

電気設備：変電設備、電灯設備・動力設備、照明器具・防災設備 

機械設備：空調・換気設備（機器）、給排水（機器）、トイレ設備、 

     プール濾過機 

 

【40年目に加えて行う改修工事の項目】 

建築工事：外部建具、バリアフリー対応 

電気設備：配線 

機械設備：空調（配管）、換気設備（ダクト）、給排水（配管）、 

     校庭散水設備 
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１．２ 今後の改修予定 

今後、５年間に改修を予定している基本的な改修項目と学校数は下表のとおり

です。改修対象校については、設備の劣化状況等を踏まえ、決定していきます。 

 

改修項目 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

外壁・屋上防水改修 年間 ５校程度 

受変電設備改修 年間 ５校程度 

給水設備改修 年間 ３校程度 

トイレ改修 年間 ５校程度 

プール改修 年間 ５校程度 

非常放送設備改修 年間 ３校程度 

体育館照明改修 年間 ４校程度 
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 [図表 参考資料 区立小中学校校舎の建築年月等（平成31年３月31日時点）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※建築年月が複数年度に分かれている学校については、最も古いものを記載してい

ます

学校名
建築
年月

建築
年数

学校名
建築
年月

建築
年数

学校名
建築
年月

建築
年数

小竹小学校 北町西小学校 石神井東中学校 S53,7 40

向山小学校 大泉第四小学校 北原小学校 S54,3 40

上石神井北小学校 S34,6 仲町小学校 南が丘中学校 S54,4 39

練馬東小学校 高松小学校 大泉学園桜小学校 S55,8 38

田柄中学校 上石神井小学校 大泉学園桜中学校 S56,3 38

石神井南中学校 S36,3 58 大泉学園小学校 春日小学校 S56,12 37

豊溪小学校 南田中小学校 開進第三小学校 S57,3 37

立野小学校 開進第一中学校 光が丘四季の香小学校 S58,3 36

上石神井中学校 泉新小学校 S44,3 50 光が丘春の風小学校

大泉学園中学校 田柄第二小学校 光が丘第一中学校

中村西小学校 S38,2 石神井西小学校 光が丘第四中学校

開進第一小学校 大泉第六小学校 光が丘第二中学校 S62,3 32

開進第二小学校 練馬中学校 光が丘第三中学校 S63,3 31

練馬小学校 南町小学校 光が丘第八小学校 H1,3 30

旭丘中学校 八坂小学校 光が丘夏の雲小学校 H2,3 29

貫井中学校 中村中学校 光和小学校 H16,2 15

豊玉第二小学校 豊玉小学校 S47,2 豊玉南小学校 H23,2 8

練馬第二小学校 開進第四小学校 谷原小学校 H24.11 6

大泉小学校 開進第三中学校 豊玉第二中学校 H26,11 4

大泉第二小学校 北町中学校 開進第四中学校 H28,7 2

大泉中学校 大泉第二中学校 大泉東小学校 H31.3 －

旭丘小学校 八坂中学校 下石神井小学校 改築中 －

豊玉東小学校 富士見台小学校 S48,3 46 大泉西中学校 改築中 －

中村小学校 練馬東中学校 S48,8 石神井小学校 改築中 －

北町小学校 大泉西小学校 関町北小学校 改築中 －

旭町小学校 大泉北小学校

関町小学校 関中学校 S50,3 44

大泉第一小学校 練馬第三小学校

大泉第三小学校 南が丘小学校

豊玉中学校 早宮小学校

石神井西中学校 光が丘秋の陽小学校

田柄小学校 石神井台小学校

石神井東小学校 橋戸小学校

大泉南小学校 谷原中学校

開進第二中学校 大泉学園緑小学校

豊渓中学校 三原台中学校

石神井中学校 大泉北中学校

S52,3 42

S41,3 53

S53,3 41

S39,3 55
47

S47,3

S40,3 54

45
S49,3

S51,3 43

S59,3 35

S45,3 49

56
S38,3

S46,3 48

S34,3 60 S42,3 52

59

S43,3 51

S35,3

S37,3 57
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